
用瀬町総合支所だより
支所・主な施設への直通電話

■	地 域 振 興 課 71-1892
■	市 民 福 祉 課 71-1894
■	産 業 建 設 課 71-1896
■	教育委員会分室 71-1897
■用瀬人権文化センター 87-2447
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令和６年１月１日現在	（前月比）	人口／3,161人（+４）	男／1,489人（+１）	女／1,672人（+３）	世帯数／1,301世帯（+１）

鳥取市

■	鳥取市南部地域包括支援センター
	 (用瀬保健センター内) 					76-2351

■	千代南中学校 87-2014
■	用 瀬 小 学 校 87-2214
■もちがせ保育園 87-3600

■	用 瀬 図 書 館 87-2702
■	用瀬地区公民館 87-3108
■	社地区公民館 87-3473
■	大村地区公民館 87-2884

　所得税・市県民税の申告相談を次のとおり開催します。いずれの会場も必ず事前に予約を行ってください。　所得税・市県民税の申告相談を次のとおり開催します。いずれの会場も必ず事前に予約を行ってください。
用瀬町総合支所の申告予約申込は、用瀬町総合支所の申告予約申込は、２月１日（木）午前９時２月１日（木）午前９時よりより受付を開始します。受付を開始します。
月日（土日祝を除く） 受付時間 会場 予約

２/16( 金 ) ～２/29( 木 )２/16( 金 ) ～２/29( 木 ) 午前の部午前の部
９:00 ～ 11:00９:00 ～ 11:00

午後の部午後の部
13:00 ～ 15:0013:00 ～ 15:00

河原町総合支所河原町総合支所     0858-71-1724    0858-71-1724(( １/10 ～ )１/10 ～ )
３/ １( 金 ) ～３/ ６( 水 )３/ １( 金 ) ～３/ ６( 水 ) プラザ佐治記念ホールプラザ佐治記念ホール 0858-71-1914( ２/ １～ )0858-71-1914( ２/ １～ )
３/ ７( 木 ) ～３/15( 金 )３/ ７( 木 ) ～３/15( 金 ) 用瀬町総合支所用瀬町総合支所 0858-71-1894( ２/ １～ )0858-71-1894( ２/ １～ )

【申告に必要なもの】（◎申告の内容にかかわらず必要なもの、●申告の内容によって必要なもの）【申告に必要なもの】（◎申告の内容にかかわらず必要なもの、●申告の内容によって必要なもの）
◎◎マイナンバー（個人番号）確認書類マイナンバー（個人番号）確認書類（マイナンバーカード、通知カード）（マイナンバーカード、通知カード）
◎◎本人確認書類本人確認書類（マイナンバーカードを持っていない人は運転免許証、保険証など）（マイナンバーカードを持っていない人は運転免許証、保険証など）
◎前回申告でお渡しした「利用者識別番号」などの情報通知書◎前回申告でお渡しした「利用者識別番号」などの情報通知書
●扶養にとる人がある場合、その人のマイナンバーがわかるもの●扶養にとる人がある場合、その人のマイナンバーがわかるもの
●給与、年金などの源泉徴収票や支払証明書●給与、年金などの源泉徴収票や支払証明書
●営業、農業、不動産所得の収支内訳書●営業、農業、不動産所得の収支内訳書
　（事前に内訳書を作成していない場合は、申告を受けられません。）　（事前に内訳書を作成していない場合は、申告を受けられません。）
●生命保険料、地震保険料控除を受ける場合は、保険料の支払証明書●生命保険料、地震保険料控除を受ける場合は、保険料の支払証明書
●医療費控除を受ける場合は、令和５年中に支払った医療費と補てん額を集計したもの●医療費控除を受ける場合は、令和５年中に支払った医療費と補てん額を集計したもの
●本人名義の振込口座がわかるもの（所得税の還付がある場合）●本人名義の振込口座がわかるもの（所得税の還付がある場合）

【ご注意ください】【ご注意ください】
※誰の扶養にもなっておらず、令和５年中に収入がない、または遺族年金・障害者年金のみの人で、国民※誰の扶養にもなっておらず、令和５年中に収入がない、または遺族年金・障害者年金のみの人で、国民

健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人は、市県民税の申告が必要です。健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人は、市県民税の申告が必要です。
※株式や不動産などの譲渡所得、新規の住宅ローン控除、損失繰越、青色申告などの申告相談は、南部地※株式や不動産などの譲渡所得、新規の住宅ローン控除、損失繰越、青色申告などの申告相談は、南部地

域会場（河原町・用瀬町・佐治町）では行っておりません。駅南庁舎をご利用ください。域会場（河原町・用瀬町・佐治町）では行っておりません。駅南庁舎をご利用ください。

 　　 　　下記の期間中、申告用のパソコンを設置し、自主作成コーナーを設けます。下記の期間中、申告用のパソコンを設置し、自主作成コーナーを設けます。必要書類をご用意の上必要書類をご用意の上、ぜひこ 、ぜひこ 
　 の機会にご利用ください。　 の機会にご利用ください。

確定申告・市県民税の申告相談確定申告・市県民税の申告相談

期間 利用可能時間 場所
　　２/13  （火）～２/29（木）　　２/13  （火）～２/29（木） ９:00 ～ 16:00９:00 ～ 16:00

（12:00 ～ 13:00 を除く）
用瀬町総合支所用瀬町総合支所

　　３/ １　　３/ １   （金）～３/15（金） （金）～３/15（金） 河原町総合支所河原町総合支所
※ e-TAX を利用する場合はマイナンバーカードが必要となります。※ e-TAX を利用する場合はマイナンバーカードが必要となります。
※台数に限りがある為、事前に空き状況を確認されることをお勧めします。※台数に限りがある為、事前に空き状況を確認されることをお勧めします。

【問合せ先】【問合せ先】 市民福祉課　 市民福祉課　 71-189471-1894

  【申告書の自主作成コーナーを設けます！】  【申告書の自主作成コーナーを設けます！】
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●人権相談日
　２月８日 ( 木 ) 10:00 ～ 12:00
　用瀬町民会館
●心配ごと・行政相談
　２月 16 日 ( 金 ) 9:00 ～ 10:30
　用瀬保健センター
●定期健康相談
　２月 16 日 ( 金 )  受付９:30 ～ 11:00
　社地区公民館
　持ち物（持っている人のみ）
　…健康手帳、健康診査の結果
　　市民福祉課　 71-1894
●年金出張相談所（事前予約）
　２月 20 日 ( 火 )　10:00 ～ 15:00
　智頭町総合センター
　※事前予約電話番号（鳥取年金事務所）
　 　 0857-27-8311
　　（音声案内 1 番の次に 2 番を押してください。）

　

　
　JA 鳥取いなば用瀬支店で、特殊詐欺被害を未然に
防ぐための防犯訓練が行われました。訓練では、慌
てて ATM を操作する男性を職員が落ち着かせ、丁
寧に経緯を聞き取っていました。見知らぬ人からお
金の話があれば警察や身近な人に相談しましょう。

  特殊詐欺にご注意ください特殊詐欺にご注意ください
                            12 月 20 日（水）                            12 月 20 日（水）  

【定例のイベント】
★絵本のじかん★（3歳以上対象）
　と　き　２月 11 日（日）10:30 ～ 11:00
　ところ　用瀬図書館 3 階 おはなしの部屋
　今月は、図書館システム更新のため第２日曜日に
変更します。
★みんなでイキイキ音読教室★
　２月は図書館システム更新のためお休みします。
　次回は３月２７日（水）です。

　★休館のお知らせ★
　図書館のシステムを更新するため、市内すべての
図書館が休館となります。ご不便をおかけしますが
よろしくお願いします。
　と　き　２月 17 日（土）～ 29 日（木）

図書館案内

【問合せ先】用瀬図書館 87-2702
《休館日》毎週火曜日・毎月最終木曜日

　　用瀬町民会館で、用瀬町自治会長会主催の「新年用瀬町民会館で、用瀬町自治会長会主催の「新年
賀詞交換会」が行われました。深澤義彦市長をはじ賀詞交換会」が行われました。深澤義彦市長をはじ
め出席者一同が辰年の幕開けを祝い、用瀬町のますめ出席者一同が辰年の幕開けを祝い、用瀬町のます
ますの発展に向け、互いに協力し合おうと心を一つますの発展に向け、互いに協力し合おうと心を一つ
にしていました。にしていました。

決意新たに用瀬町の飛躍を願う決意新たに用瀬町の飛躍を願う
１月５日（金）１月５日（金）

　ヒートショックとは、暖かい場所から寒い場所へ
の移動など、温度の急な変化が体に与えるショック
のことをいいます。このことが、めまいや失神、心
臓発作などを引き起こす原因となり、入浴事故につ
ながるのです。入浴事故を防ぐためにも、できるこ
とから始めてみてください。

ヒートショックにご注意を !!ヒートショックにご注意を !!

【問合せ先【問合せ先】】八頭消防署用瀬出張所　八頭消防署用瀬出張所　 8787--31113111

①入浴前に脱衣所や浴室を暖める
②お湯の温度は 41 度以下、湯に浸かる時間は 

10 分を目安に
③浴槽から急に立ち

上がらない
④食後すぐの入浴や

飲酒後の入浴は控
える

◎ヒートショックを防ぐ 4つのポイント

【問合せ先】教育委員会用瀬町分室 71-1897

第 37回マラニック大会の申込について第 37回マラニック大会の申込について

　「第 37 回もちがせ流しびなマラニック大会」
が５月 19 日（日）に開催されます。定員 800
人の先着順ですので、お早めに申し込みください。
募集期間　２月１日（木）～３月 22日（金）
※郵便振込は３月 15日（金）当日消印有効
　詳細は市報 2 月号
に折込しております
要項をご覧ください。
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